
2019年  3 月 15 日
厚生労働大臣
(ロヨ車部落導臨4寧第璃討 殿
(中

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労lul科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

2 研究課題名 思春期。若年成人 (AYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究 (130-

がん対策―一般 001)

1 研究事業名  がん対策推進総合研究事業

3 研究者名  (所属部局・職名)目立国際医療研究センター 乳腺腫瘍内科 診療科勲 医長

(氏名・フリガナ)清水 千佳子・シミズ チカコ

国立研究開

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ D

審査済み   審査した機関 未害査 (× 2)

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子お療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 は3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名林 :              ) □   ■ □ □

※ 1 当該研究者が当該研究を実植するに当た り連守すべき43理指針に関す 員会の雲査が済んでいる場合は 「箸査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部の害査が完了していない場合は 「未害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)六害査に場合は その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「慶学研究に関する冷聖指針Jや 「臨床研究に関する0理指針Jに準拠する場合は

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項目に記入すること。

研究倫理教育の受議状況 受講 ■  末受講 □

6 利益相反の管理

当研究榛閃におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合ほその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 口 無 □係 の場合懐 託先機関|                  )

当研究に係るCOIに ついての報告 審査の有無 有 ■ 無 □ (案の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



ュθ′?年 0月 ′す 日
厚生お轍大臣
に怪堅緊監導幹謹野発離D 殿
(申

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

独立行政法人
名古屋医療セ t

院 長

いては以下のとお りで曳

1 研究事業名   平成 30年度厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事鶏

2 研究課題名  思春期・若年成人 (AYA)世 代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・覇名) 臨床研究センター ・ センター長

(氏名・ フ リガナ)  堀部 敬三  ・ ホ リベ  ケイ ブウ

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 係D

審査済み   審査した機関 未審査 (※〕

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

造伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ   コ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 僚D ロ   ロ コ 名古屋医療センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

研 究者が当該研究を隻抵す るに当た りま守すべき盗理指針 に関する倫理を目会の客奮が済んでいる場合 は 「妻杏港み iにチ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項)

1翁理指針に関する倫理委員会し
「未警査どにチェックすること。

(※2)未審査に場合は その理由を記我すること。
(※3,廃止前の「疫学研究に関する倫理指釣 や 「遠床研究に関する命理指針Jに準拠する場合ほ 当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 口  末受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 日 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 口 無 □〈無の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ヨ 無 □ (無の場合はその理由: )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有祭 有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :                  )

(留意事項)  該当する日にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



郷19年  3月  29ヨ
厚生労働大臣
(            殿
(橿輩圭新報建惇説森牟平幸じ詢書)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

学校法人聖路加

学 長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及榔

いては以下のとお りです。

1 研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期・者年成人世代 lAYA世代)がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・贈拓 )聖路加国際病院 小児科 ,医長

(氏名 フ リガす) 刀ヽ津 美和 オザワ ミワ

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 は,

審査済み   審査した機関 未害査 は91

ヒトグノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子お療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈xo ロ   ロ □ □

厚生力筋省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   口 □ □

そのに、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実協するに当た べ ま に 関 す る 済んでいる場合は 「審査済みJにチェン客査済みJ

クし一部者 しくは全部の客査が完了していない場合は 「末審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 21末接査に場合は その理由を記就すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫EIH針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  末受話 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (集の場合は委託先機関:                 )

当研究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合iよその内容 t              )

(留意事項)  該当する口にチェックを入れ ること.

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2019年 '月 ぢ 日
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏  名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  厚生労働科学研究費補助金 (がん対策推進総合研究事業)

2 研究課題名  思春期 。若年成人 lAYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局 職名) 東北大学大学院教育学研究科・准教授

(氏名 。フリガナ) 吉田沙蘭・ヨシダサラン      々

4 倫理審査の状況      |

クし一部着しくは全部の害査が完了していない場合は 「未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)末審査に場合は その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「友学研究に関する綺理指針Jや 「臨床研究に関する合理指針Jに半処する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  末受講 □

6 利益相反の管理

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ D

著査済み   審査した機関 未害査 (※の

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   口 □ □

遺伝子お療等臨床研究に関する指針 □   E □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 は3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

く指針の名称 :              ) □   ■ □ □

(※ 【)当 るに当たり連守すべき金理指針に関する合弾各自会の客杏が済んでいる場合は 「裳答済み 1に手

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究壊関におけるCOI委員会設置の有無 有 口 寒 □ (無の場合は委託先機関:                  )

当研究に係るCOIに ついての報告 審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 有 □ 〈有の場合はその内容 :研究実施の藤の留意点を示した )日 無
小

(留意事項)  該当する国にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も昨成すること。



2019年 4月 1日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 践 名

氏 名

国立研究開発法人国立が

理事長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  がん対策推進総合研究事業

研究課題名  思春期・若年成人 K4YA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

研究者名 (所属部局 職名) がん対策情報センター がん情報提供部・部長

(氏名 フリガナ) 高山 智子・タカヤマ トモコ   々

2

3

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり連守すべき崎理指針に関する続理委員会の害査拝済んでいる場合は 「害査済み」にチェッ

クし一部者しくは全部の客査が完了していない場合は 「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)末善査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する冷理指針Jや「臨床研究に関する0目指針Jに準拠する場合は 当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

4=倫理審査の状況

該当社の有無

有  案

左●3で該当がある場合のみ記入 は D

害査済み   審査した機関 未著査 (※ 2)

ヒトケノム 遺伝子解析研究に関するぬ理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する結理指針 〈※9 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) ロ   ロ □ □

研究倫理教育の受講状況 受議 ■  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 口 無 □ (無の場合は妻託先機関:                  )

当研究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 B 無 日 (無の場合はその理由: )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 有 由 無 ■ (有の場合はモの内容 :                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2019年 4月 1日
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

聖マ リアう

学長

倫理審査状況及 反等の管理につ次のIJR員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、

いては以下のとおりです。

1 研究事業名 がと』策推進総全埜変事業

2 研究課題名

3 研究者名

4 倫理審査の状況

クし一部者しくは全部の害査が完了していない場合は 「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未害査に場合は その理由を記載すること
(※D廃止前の「渡学研究に関する倫理指針Jや 「馬床研究に関する倫理指針Jに半処する場合は 当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

(留意事項)  該当する国にテェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 係 D

審査済み   著査した機関 末薯査 (※分

ヒトゲノム‐遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   □ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   Z □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 僚 3) □   □ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□   □ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

〈指針の名称 :               ) ロ   ロ □ □

※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべきる理指針に関す 員会の審査が済んでいる場合は 「牽査済みJにチェッ

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 □ 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 Z 無 □ (無の場合は晏託先機関:                  )

当研究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 □ 無 □〈無の場合はその理由:                 )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :                  )



機関名

所属研究機関長 jII 名

氏 名

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

2019年 3月 20日
厚生労働大臣
(         )殿
(韓 )

1 研究事業名  がん対策推進総合

2 研究課題名  思春期 。若年成人 (AYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・職名) 小児歯科学講座・客員教授

(氏名・ フリガナ) 前田 美穂  ,てァう
｀

さホ    ・

日本

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ D

著査済み   審査した機関 末審査 く※2)

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨末研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※D □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   口 □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

〈指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当 骸研究者が当骸研究を実施するに当たり達守すべき合理指針に関する冷理委員会の審査が済んでいる にチェッ

クし一部着しくは全部の審査が完了していない場合は 「来審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「凌学研究に関するぬ理指針」や「略床研究に関する合里指針Jに半拠する場合は 当該項日に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受議 口  末受議 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 コ 無 □〈無の場合はその理由| )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有案 有 ロ 無 口く無の場合は委託先機関: )

当研究に係るCOIについての報告 害査の有無 有 ■ 無 □ (案の場合はその理由:                  )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 〈有の場合はその内容 :                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



判戎31年 3月 28 日
厚生済撤大臣 殿

機関名 北海道大学

所属研究機関長 職 名 総長職務代理

氏 名  笠

次の職員の平成 30年度厚生発騒科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期 。若年成人ひ岡0世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局 鴨拓 )北海道大学病院・講師

(氏名・ フ リガナ)井口 晶裕・イグチ アキヒロ

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ ,

審査済み   審査した機関 未審査 (※〕

と グヽノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

道伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関す る倫理指針 係

〕
□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 ,              ) □   ■ □ □

〈※1)当該研究者が当該研究を実施するに当た,連すすべき倫理指針に関する倫理委員会の害査が済んている場合は 「籍査済み」にチェン
クし一部若じくは全部の事査が完了していない場合は、「務 査Jにチェックすること。

その他 (特記事項 )

〈※21末害査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の ,度学研究に関する倫理指針Jや「感床研究に関する衝理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 1受講 ■  末受議 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に園する規定の策定 有 ■ 無 □く無の場合はその理由|                )

当研究践閲におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合ほ奏託先機関t                ,

当研究に係るCOIについての報告 書査の有無 有 口 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 佑 の発 はその内容 :              )

〈留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2019年 4月 1日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  がん対策推進総合研究事業

研究課題名  息春期・若年成人 (脳 世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

研究者名  (所属部局・職名)中央病院 血液腫瘍科・外来医長

2

(氏名 フリガナ)鈴木 達也・スズキ タツヤ

国立研究開発法人国立が

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 9

審査済み   審査した機関 末審査 く※2)

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ   ロ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ   ロ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 くxり □   ■ □ □

厚生労働省の所省する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり連守すべき金理指針に関する崎理委員会の害査が済んでいる場合は、「害査済みJにチェッ

クし一部者しくは全部の害査が完了していない場合は 「末害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(× 3)廃止前の「麦学研究に関する令理指針Jや 「蔦床研究に関する金理指針Jに半挺する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受議 日  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 (案の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 口 無 □ (無の場合は委託先機関:                  )

当研究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はそう理由: )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 |                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



31年 3月 19日

厚生労働大臣
(邸整 果 静 淵 整 罪 紳 繰 )殿
(非 )

国立研究開
機関名 国立成育

所属研究機関長 蟻 名 理事長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1 研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期・若年成人 tAYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局 ,職名)刀 児ヽがんセンター 医長

氏 名  五

(氏名 フリガナ)清谷 知賀子  。 キヨタエ チカコ
々

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記て該当がある場合のみ記入 (※ D

審査済み   著査した機関 末春査 (※ 分

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   口 □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   口 □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 侠 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

く指針の名称 1               ) □   ■ □ □

〈Xl)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会0〉審査が済んでいる場合は 「害査済みJにチェッ
クし一部者しくは全部の審査力境 了していない場合は 「未害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に場合は その理由を記載すること.

(※3)廃止前の「疫学研究に関するぬ理指針」や「馬床研究に関する臨理指針Jに準紅する場合は

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項月に記入すること。

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  永受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由: )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は会託先機関:                  )

当llT究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 口 無 口く無の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有寒 有 □ 無 口 〈有の場合はその内容 :                  )

〈留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣
(目勢車態準韓綸4字知弗勲 殿
(唱事ミ

=街
判案車墓ウ察拝斗号1けと康9

判戎31年  3月  29日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

静岡県立静

事業管理者

次の職員のコ戎30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

いては以下のとおりです。

1 研究事業名     がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期・若年成人世代 (NA世代)がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・脳名 ) 小児科・部長

(氏名・フリガナ) 石田 裕ニ  イシダ ユウジ  々

/

4 倫理審査の状況

該当社の有栞

有  宋

左記で該当がある場合のみ記入 侠 D  ~~―

客査済み   審査した機関 末審査 は2)

ヒトグノム 追伝子解析研究に関する怜理指針 □   ■ □ □

造伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ほゅ □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり産守すべき倫理指針に関する倫理委員会の客査が済んでいる そこチ ェ ッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末害査Jにチェンクすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)末審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫隼研究に関する崎理指針Jや f臨床研究に関する倫理指針Jに準処する場合は

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項目にpt入すること。

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  末受講 B

6!利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ロ 無 □ (果の場合イエテ託先歳周 | )

当研究に係るCOIについての報告 書査の有無 有 ■ 無 □ (その場合riそ の理由 : )

当研究にFTる COIについての指導 管IBの有無 有 □ )
妊
ヽ

■ (有の場合tiそ の内容

(留意 lr項 )  該当する□にチェンクを入れること。

分担研究者の所属する経関の長もわ戎すること。



平成 31年 3月  4日
厚生労131大 臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

大阪市立総

病院長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとおりです。

1 研究事業名 がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期 若年成人(AYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・職名)緩和医療科・部長

(氏名 。フリガナ)多日羅 竜平・ タタラ リョウヘイ

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

を記で該当がある場合のみ記入 はじ

薯査済み   審査した機関 末審査 (※ 2)

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子お療等臨床研究に関する指針 □   口 □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※3) □   口 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名林 :              ) □  ■ □ □

Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当た り連守すべき倫理指針に関する合理委員会の審査が済んでいる場合は 「審査済みJにチェッ

クし一部岩しくは全部の害査が完了していない場合は 「末害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未害査に場合は その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する俺躍指針Jや 晦床研究に関する冶理指針Jに準拠する場合は 当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受議 日  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は奏託先機関:                  )

当研究に係るCOIについての報告 害査の有無 有 ■ 無 □く無の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 〈有の場合はその内容 :                  )

〈留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長もlTRすること.



平成31年  3月 2す 日
厚生労191大臣
(         )殿
(堰事≦

=窃
自隠難基坊察斉斗肯丹防荏震)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

滋賀医科大学

学長

次の職員の平成 30年度厚生労fJl科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

いては以下のとおりです。

1 研究事業名   がん対策権進総合研究事業

2 研究課題名   思春期・若年成人(AYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・職名)      医学部・助教

(氏名・フリガナ)     河合 由紀   カワイユキ

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 係け

著査済み   害査した機関 未害査 (x妙

ヒトゲノム 遣伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〔※3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

〈指針の名fTh:              ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり連守すべき合理指針に関する倫理安員会の書査が済んでいる場合は 「審査済み |にチェッ
クし一部着しくは全部の害査が完了していない場合は 「末審査Jにテェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未害査に場合は その理由を記載すること.

(※ 3)廃止前の「麦学研究に関する令理指針Jや 「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は 当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受註状況 受講 日  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由: )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有案 有 ■ 無 □ (無のjB合睦 託先機関1                  )

当研究に係るCOIに ついての報告 審査の有無 有 ロ 無 □ (無の場合はその理由 | )

当研究に係るC01に ついての指導 管理の有無 有 無
)■ □ (有の場合はその内容 |

〈留意事項)  該当する国にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



平成31年3月 13日

厚生労働大臣
に塵岳義駒華護蓬罪 第勇勲 殿
(申

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労騒科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及 ヤこやつ

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  がん対策推進終合研究事業

2 研究課題名  思春期 。若年成人 (醐 世代がん怠者の包括的クア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・硝洛) 医学部小児科学講座 特任教授

(氏名 とフリガナ) 磯山 恵一  (イ ツヤマ ケイイチ)々

昭和大学

率

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 僚 ,

審査済み   審査した機関 未審査 (※り

とトグノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 係ゅ □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   E □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

〈※1)当滋研究者が当該研究を実施する た り 倫理指針に関する綸理委員会の客査が済んでいる場合は、「 殉  に チ ェ ッ

クし一部者しくは全部の害査が完了していない場合ほ、「未答基どにチェンクすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未密査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 唆 学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する命理駒 に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受話状況 受護 ■  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 右 口 無 □ (無の場合はその理由|                   )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 田 無 □ (無の場合は委託先機関:                  )

当研究に係るCOFについての報告 審査の有案 有 口 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



判或 31年 3月 31日

厚生労働大巨
(         )殿
(申 )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

愛知県がんセンター

総長

次の職員の平成30年度厚生斉撤科学研究費の調査研究における、

いては以下のとおりです。

理 につ

1 研究事業名

2 研究課題名

3 研究者名 (所属翻5局・晴洛 ) 中央病院 血液・細胞療法部  部長

(氏名・フリガナ) 山本 一仁  (ヤマモ ト_カ ズと卜)

4 倫理審査の状況

該当lFの有無

有  祭

左記で該当がある場合のみ記入 侠 D

審査済み   害査した機関 未審査 (※の

と トグノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   Z □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   □ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 は3) □   □ □ □

厚生労ful省の所管する斉施検関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□   昭 □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   留 □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり連守すべき倫理指針に関する倫理委員会の著査が済んでいる場合は 1審査済みJにテエッ

クし一部者しくは全部の著査が完了していない場合は、「末害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)末密査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)度止前の 噴 学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する崎理指針」に準拠する場合は 当該項目に記入すること。

5 厚生済撤分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 □  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 □ 無 □ (無の場合はその理由1                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 Z 無 □〈無の場合は委託先機関:                  )

当研究に係るCOIに ついての報告 審査の有無 有 昭 無 □ 〈無の場合はその理由 1                 )

当研究に係るC01についての指導・管理の有無 有 □ 無 Z(有の場合はその内容 :                  )

(留意事項) 該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2019 年  4 月 1 日
厚生労働大臣
(ロヨ肇群落導輸佐界勾棄勲 殿
(中

機関名

所属研究機関長 暇 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生売騒 科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

いては以下のとお りです。

(氏名・ フリガナ ) 石 日也寸志・イシダヤスシ

1 研究事業名

2 研究課題名  思奉期 や若年成人的 世代があき者の色括的クア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局…姉 洛う枠 媛県立中央病院十小児医療セツ ター長

愛媛県立中央病

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (X,

審査済み   審査した機関 未密査 (※ 2)

ヒトグノム 道伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

道伝子治療等臨床切F究に関する指針 □   E □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 係〕 □   田 □ □

厚生売甑 省の所管する実施機関における動物実験

年の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 ,              ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研舛者が当該研究を実施するに当たり道守すべき倫理指針に関す の容査 211済 んている場合は 1審査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部あ寄査が完了していない場合は 「末密査]にチェンクすることも

その他 (特記事項 )

(※2)末を査に場御ま その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「衰学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針Jに4拠する場合は、当該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受話状況 受講 ■  末受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定め策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                   )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 右 □ 筆
ヽ

■ (無の場合は委託先機関 :去媛大学医学部′京都大学医学部 )

当切F究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 ■ 無 □ (年の場合にその理由:                   )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 ■ 無 口 (有の場合1よその内容 :                 )

(留意事項)  該当する□にチェンクを入れること。

分担研究者の所履する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣
(            殿
(唱事ミ

=街
H察掌墓ヴ察拝半→ヨけ荏島)

子ハ3/年 3月
'ア

日

祖 徹 猷 目断 院齢

院 長 藤  也 寸

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1 研究事業名 平成 30年度厚生労働科学研究費補助金 (がん対策推進総合研究事業)

2 研究課題名 思春期 若年成人 (AYA)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

(H30が ん対策―一般 000

3 研究者名  (所属部局 聴拓) 国立病院機能 九州がんセンター 乳腺科部長

(氏名・フリガナ) 徳永 えり子 (ト クナガ エツコ)

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ D

箸査済み   客査した機関 末密査 (※〕

ヒトグ′ム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

追伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 饉D □   ■ □ □

厚生労動省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □ □

その他 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 i              ) □   口 □ □

〈※1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり選守すべき倫理指針に関する倫理客畠会の客若が済んでいる場合【i「審な活み1に チ督埜済
クし一部若 しく1ま全部の害査が完了していない場合は 「末害査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)末審査に場合は、その理由を記萩することも
(※3)廃止前の「疫学研究に関する綸電指針Jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準担する場合は、

5 厚生斉騒 分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項目に記入すること。

研究倫理教育の受講状況 受講 r  末受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □〈無の場合はその理由|                 う

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 巨 無 □ (無の場合は妻託先機関:                 )

当研究に係るC01に ついての報告 害査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:                  )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 右 □ 無 コ (有の場合はその内容 ,                 )

(留意事項)  該当する日にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



平成31年 3月 25日
厚生労働大臣
(目勢肇離落導ると界菊弾討 段
(韓 )

(氏名・フリガナ) 枝禁 なおみ

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

いては以下のとおりです。

1 研究事業名   がん対策推進総合研究事業

2 研究課題名 思春期・若年成人 (AYA)世 代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・晴名 ) 代表取締役社長

キャンサー ツリューショズ株式会社

代表取締役社長

4 倫理審査の状況

該当社の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ D

審査済み   審査した機関 末密査 (※の

ヒ トグノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 悠o □   ■ □ □

厚生力勤省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研先者が当該研究を実危するに当たり速守すべき倫理指針に関する倫理奏自会の著者が済んでいる場合成 「春春落み rにチ「蓄査斉みJ

クし一部若しくは全部の客査が完了していない場合は、「未客査Jにチェックすること.

その他 (特記事項)

(※2)未害査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「慶学研究に関する倫理指針jや 「購床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項 目に記入すること.

研究倫理教育の受講求況 受講 ■  未受護 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 祭 □ (無の場合はその理由: )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □く無の場合は委託先機関1                )

当研究に係るCOIに ついての報告 害査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導 管理の有無 有 □ 無 口 て有の場合はその内容 :                  )

(留意事項)  該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も拘戎することめ



イバげ/年 2月 タロ
厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の判我30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1 研究事業名  がん対策推進総合研究重差

2 研究課題名  思春期 ,若年成人 (AYA)世代がん患者の包格的ケア提供体制の構築に関する研究

3 研究者名  (所属部局・晴洛 )  大学院医学系研究科 准教授

(氏名・ フ リガす) 三善陽子・ ミヨシヨウコ

4 倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ ,

審査済み   箸査 した機関 末審査 (※ 2)

ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針 B  ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 僚ゆ □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(4~4の名称 1                ) □   ■ □ □

(※ 1)当核研究者が当該研究を実施するに当た り道守すべき倫理指etに関する倫理委員会の箸査が斎んでいる場合は 「奪査済みJにチェッ

クし一部着しくは全部の害査が完了していない場合は、「未馨査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未奪査に場合は その理由を記哉すること。

(※3)廃止前め「麦学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に目する綸理指針Jに準並する場合は、

5 厚生済撤分野の研究活動における不正行為への対応について

当該項 目に記入すること。

研究倫理教育の受話状況              1受 講 日  未受講 □

6 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定
ヽ

有 ロ 無 □〈無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 B 無 □ (無の場合は委託先機関:                  )

当研究に係るCOIについての報告 審査の有無 有 ロ 無 □ (無の場合はその理由: )

当研究に係るCOIについての指導 管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :                  )

(留意事項) 該当する口にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


